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中
国
に
お
け
る
犯
罪
激
増
原
因
の
社
会
学
的
分
析

目
次

は
じ
め
に

五四三二一
犯
罪
激
増
の
実
態

分
析
の
基
本
方
法

「
政
治
中
国
社
会
」
の
本
質
と
そ
の
犯
罪
統
制

「
改
革
開
放
」
に
よ
る
「
政
治
中
国
杜
会
」
の
変
質

犯
罪
激
増
の
原
因

は
じ
め
に

　
一
九
七
八
年
暮
れ
か
ら
「
改
革
開
放
」
政
策
を
導
入
し
た
中

国
は
、
こ
れ
ま
で
多
夫
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
一
方
、
犯
罪
の

激
増
に
見
舞
わ
れ
、
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
犯
罪
激

王
　
　
　
雲

毎、
～

増
の
原
因
に
関
し
て
い
か
な
る
見
解
が
示
さ
れ
る
か
は
「
改
革

開
放
」
政
策
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
き
わ
め
て
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
、
そ
う
い
う
政
策
論

争
に
か
か
り
あ
う
つ
も
り
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
、
刑
事
学
研

究
老
の
立
場
か
ら
純
学
問
と
し
て
そ
の
激
増
原
因
を
分
析
し
よ

う
と
思
う
。

犯
罪
激
増
の
実
態

　
中
国
で
は
、
犯
罪
の
状
況
を
示
す
た
め
に
通
常
二
つ
の
指
標

が
用
い
ら
れ
る
。
一
つ
は
刑
事
事
件
発
生
件
数
で
、
刑
事
事
件

と
し
て
捜
査
の
開
始
が
決
定
さ
れ
た
刑
事
事
件
の
件
数
を
指
す

（
中
国
司
法
機
関
は
こ
れ
を
「
立
案
」
と
い
う
）
。
も
う
一
つ
は
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123）　中国における犯罪激増原因の杜会学的分析

刑
事
事
件
発
生
率
で
、
前
項
の
発
生
件
数
が
全
国
の
人
口
に
比

例
し
て
一
万
人
に
つ
き
一
年
間
に
何
件
の
刑
事
事
件
が
発
生
し

た
か
を
指
す
（
し
か
し
、
こ
れ
は
、
一
万
人
に
つ
き
一
年
間
に

何
人
が
犯
罪
を
犯
し
た
か
と
い
う
ふ
う
に
、
よ
く
間
違
わ
れ

る
）
。

　
一
九
四
九
年
中
華
人
民
共
和
国
建
国
か
ら
「
改
革
開
放
」
政

策
が
事
実
上
展
開
さ
れ
る
前
の
一
九
七
八
年
ま
で
の
約
二
十
八

年
間
で
は
、
建
国
翌
年
と
い
う
特
殊
な
事
情
に
あ
っ
た
一
九
五

〇
年
を
除
け
ば
、
刑
事
事
件
発
生
件
数
が
終
始
五
五
万
件
以
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
、
発
生
率
が
一
万
分
の
七
以
下
に
留
ま
っ
て
お
り
、
特
に
一

九
五
一
年
か
ら
「
文
化
大
革
命
」
が
始
ま
る
直
前
の
一
九
六
五

年
ま
で
は
、
発
生
件
数
も
発
生
率
も
極
め
て
低
い
レ
ベ
ル
に
維

持
さ
れ
て
、
多
く
の
中
国
人
が
今
で
も
懐
か
し
が
る
「
五
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

代
な
い
し
六
〇
年
代
に
お
け
る
杜
会
治
安
の
良
さ
」
が
実
現
で

き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
安
定
は
「
改
革
開
放
」
政
策
が

展
開
さ
れ
た
直
後
の
一
九
七
九
年
か
ら
崩
れ
は
じ
め
、
刑
事
事

件
件
数
も
発
生
率
も
急
増
加
、
急
上
昇
す
る
傾
向
に
転
じ
た
。

例
え
ぱ
、
発
生
件
数
が
一
九
八
O
年
に
建
国
以
来
は
じ
め
て
七

五
万
七
千
件
を
突
破
し
、
一
九
八
一
年
に
は
八
九
万
件
に
も
達

し
た
。
発
生
率
も
一
九
八
○
年
に
一
万
分
の
七
・
七
、
一
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

一
年
に
一
万
分
の
八
・
九
に
ま
で
昇
り
、
「
改
革
開
放
」
政
策
実

施
以
来
の
犯
罪
増
加
の
第
一
の
ピ
ー
ク
が
現
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
犯
罪
激
増
に
対
処
す
る
た
め
に
、
中
国
共
産
党
中
央
及
ぴ
政

府
は
一
九
八
二
年
か
ら
経
済
犯
罪
や
凶
悪
犯
罪
を
よ
り
厳
し
く

処
罰
す
る
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
全
国
規
模
で
展
開
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
犯
罪
増
加
の
勢
い
が
一
応
止
め
ら
れ
、
　
一
九
八
四

年
か
ら
一
九
八
七
年
ま
で
の
間
、
事
件
発
生
件
数
が
五
〇
万
台

　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

に
、
発
生
率
も
一
万
分
の
六
以
下
に
抑
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
八
八
年
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
依
然
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
が
再
び
増
加
し
始
め
、

し
か
も
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
が
空
前
の
も
の
と
な
り
、
第
二
の
激

増
ピ
ー
ク
が
到
来
し
て
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
例
え
ぱ
、

事
件
発
生
件
数
が
一
九
八
七
年
の
五
七
万
件
に
対
し
て
、
一
九

八
八
年
は
八
二
万
七
千
件
、
一
九
八
九
年
は
一
九
七
万
件
、
一

九
九
一
年
は
二
三
六
万
件
に
そ
れ
ぞ
れ
達
し
て
お
り
、
発
生
率

も
八
七
年
の
一
万
分
の
五
・
三
に
対
し
て
、
一
万
分
の
八
・
四
、

一
万
分
の
一
八
・
四
、
一
万
分
の
二
一
・
七
に
ま
で
上
昇
し
て

（
5
）

い
る
。
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犯
罪
種
類
か
ら
見
れ
ぱ
、
薯
し
く
増
加
し
た
の
は
次
の
四
つ

の
犯
罪
で
あ
る
。
①
窃
盗
罪
。
窃
盗
罪
は
多
発
し
、
全
刑
事
事

件
に
占
め
る
割
合
が
年
々
高
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九

八
八
年
は
全
刑
事
事
件
の
七
九
・
六
バ
i
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

対
し
て
、
一
九
八
九
年
は
八
四
・
九
に
ま
で
上
昇
し
た
。
②
経

済
犯
罪
。
中
国
の
公
式
文
献
及
ぴ
統
計
を
見
る
か
ぎ
り
、
「
経

済
犯
罪
」
と
さ
れ
る
の
は
経
済
制
度
、
経
済
管
理
制
度
を
利
用

し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
違
反
し
て
、
財
産
や
金
銭
を
不
法

に
獲
得
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
業
務
上
横

領
罪
、
贈
収
賄
罪
、
不
法
取
引
罪
、
密
輸
罪
、
外
貨
管
理
違
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

罪
、
脱
税
納
税
拒
否
罪
、
公
共
財
産
詐
欺
罪
が
含
ま
れ
る
。
統

計
に
よ
れ
ぱ
、
全
国
の
人
民
法
院
（
裁
判
所
）
が
審
理
し
た
経

済
犯
罪
事
件
は
、
一
九
八
二
年
は
三
万
五
千
一
七
六
件
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
一
九
九
〇
年
は
八
万
八
千
一
八
四
件
に
ま
で

　
（
8
）

増
え
た
。
③
凶
悪
犯
罪
。
中
国
の
公
式
文
献
及
ぴ
統
計
に
は

「
厳
重
刑
事
犯
罪
」
と
い
う
用
語
、
項
目
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
故

意
殺
人
、
故
意
傷
害
、
強
姦
、
強
盗
、
爆
発
、
重
大
窃
盗
、
集

団
暴
力
と
い
う
七
つ
の
、
杜
会
治
安
に
密
接
に
関
わ
る
犯
罪
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

こ
と
を
指
し
て
お
り
、
言
っ
て
み
れ
ぱ
、
凶
悪
犯
罪
に
あ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

こ
の
よ
う
な
凶
悪
犯
罪
は
一
九
八
二
年
か
ら
台
頭
し
、
今
日
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

で
ず
っ
と
多
発
の
傾
向
を
呈
し
て
い
る
。
④
風
俗
犯
罪
。
狸
嚢

物
の
製
造
販
売
、
売
春
の
斡
旋
・
強
制
・
勧
誘
お
よ
び
習
憤
的

売
春
、
薬
物
の
製
造
販
売
、
婦
女
児
童
の
誘
拐
と
い
っ
た
犯
罪

は
、
従
来
、
新
中
国
杜
会
の
道
徳
、
習
憤
と
は
ま
っ
た
く
相
容

れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
旧
中
国
杜
会
あ
る
い
は
資
本
主
義
国
の
み
に

存
在
す
る
腐
敗
現
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
中

国
国
内
で
も
登
場
、
氾
濫
し
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
一
九
九
一
年

六
、
七
、
八
月
の
三
か
月
間
だ
け
で
全
国
で
検
挙
さ
れ
た
売
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

関
係
者
は
四
万
九
千
人
に
も
達
し
て
い
る
。
一
九
九
一
年
一
月

か
ら
九
月
ま
で
の
間
、
雲
南
省
だ
け
で
検
挙
さ
れ
た
薬
物
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

事
件
は
二
千
八
百
件
以
上
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
一
月
か
ら
十

一
月
ま
で
全
国
で
検
挙
さ
れ
た
婦
女
、
児
童
誘
拐
事
件
は
一
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

七
千
二
百
件
あ
ま
り
に
も
昇
っ
て
い
る
。

二
　
分
析
の
基
本
方
法

　
こ
の
よ
う
な
犯
罪
激
増
の
現
象
は
な
ぜ
起
こ
り
、
そ
の
原
因

は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
が

〃



｛25）　申国における犯罪激増原因の杜会学的分析

分
析
の
視
点
、
方
法
の
相
違
に
よ
り
複
数
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

こ
■
で
は
、
左
の
よ
う
な
杜
会
学
的
視
点
、
方
法
を
も
っ
て
犯
罪

激
増
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

　
一
つ
の
杜
会
で
見
ら
れ
る
犯
罪
の
増
減
は
当
該
杜
会
に
お
け

る
犯
罪
統
制
の
効
果
度
を
物
語
る
。
逆
に
言
え
ぱ
、
犯
罪
統
制

が
効
果
的
に
で
き
て
い
る
か
否
か
が
犯
罪
の
増
減
を
直
接
に
左

右
す
る
。
こ
の
よ
う
な
相
関
関
係
に
着
目
す
れ
ば
、
犯
罪
統
制

を
指
標
に
、
そ
の
実
現
度
・
効
果
度
か
ら
一
つ
の
杜
会
に
お
け

る
犯
罪
状
況
を
説
明
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
犯
罪
統
制
が
一
体

何
を
意
味
す
る
か
に
関
し
て
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
た
見
解
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
い
う
犯
罪
統
制
と
は
、
犯
罪
の

無
力
化
を
は
か
る
こ
と
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
客
観
的
に

は
当
該
杜
会
に
お
い
て
罪
を
犯
す
機
会
・
可
能
性
を
最
小
限
ま

で
抑
え
る
こ
と
と
、
主
観
的
に
は
個
人
が
犯
罪
決
意
に
到
達
す

る
の
を
最
犬
限
に
阻
止
す
る
こ
と
を
、
意
味
す
る
。
普
通
、
犯

罪
統
制
と
い
う
と
、
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
警
察
な
ど
の
専
門
機

関
の
諸
活
動
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
専
門
機
関
に
よ
る
活
動
は

孤
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
杜
会
の
な
か
に

お
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
効
果
は
当
該
杜
会
の
本
質
に
大
き
く
依

存
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
よ
り
多
く
の
犯
罪
統
制
の
機
能
が
杜

会
自
体
に
潜
ん
で
お
り
、
杜
会
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
る
杜
会
の
犯
罪
統
制
を
見

よ
う
と
す
る
場
合
、
専
門
機
関
の
諸
活
動
よ
り
、
む
し
ろ
、
当

該
杜
会
の
本
質
そ
の
も
の
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

　
o・

つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
従
っ
て
、
「
改
革
開
放
」
政
策
実
施
以
来
の
中
国
杜
会
に
お
け

る
犯
罪
激
増
は
、
中
国
杜
会
の
本
質
の
変
化
、
そ
し
て
、
そ
れ

に
伴
う
犯
罪
統
制
の
変
化
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
と
も
と
、
杜
会
の
本
質
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
多
く

の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
、
一
つ
の
杜
会
は

国
家
権
力
、
経
済
、
市
民
杜
会
と
い
う
三
つ
の
、
原
理
的
、
力

的
、
領
域
的
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
か
ら
成
り
立
つ
と
し

て
、
そ
の
三
者
の
相
互
関
連
、
杜
会
で
占
め
る
割
合
か
ら
、
杜

会
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
方
法
を
用
い
た
い
。
そ

し
て
、
国
家
権
力
は
、
支
配
的
・
縦
的
原
理
を
も
っ
た
、
正
統

化
さ
れ
た
強
制
力
、
杜
会
的
領
域
で
あ
る
、
経
済
は
、
利
益
的

原
理
を
も
っ
た
、
独
自
の
力
と
し
て
の
杜
会
の
物
質
的
生
活
領

妬
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域
で
あ
る
、
市
民
杜
会
は
、
国
家
権
力
と
経
済
と
の
中
間
に
位

置
す
る
、
他
の
原
理
を
も
っ
た
非
国
家
的
非
経
済
的
力
、
杜
会

領
域
で
あ
る
、
と
い
う
設
定
を
す
る
。

　
な
お
、
本
論
文
で
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
、
一
九
四
九
年
中

華
人
民
共
和
国
成
立
ま
で
の
中
国
杜
会
は
検
討
対
象
と
は
せ
ず
、

中
華
人
民
共
和
国
成
立
か
ら
一
九
七
八
年
「
改
革
開
放
」
政
策

導
入
ま
で
の
中
国
杜
会
を
、
政
治
を
中
心
と
し
て
動
い
た
一
つ

の
特
殊
な
杜
会
類
型
と
し
て
、
そ
れ
を
「
政
治
中
国
杜
会
」
と

呼
ん
で
、
ま
ず
そ
の
本
質
お
よ
び
そ
こ
で
の
犯
罪
統
制
を
分
析

し
た
う
え
で
、
「
改
革
開
放
」
政
策
が
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
対

す
る
変
革
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
変
革
に
よ
っ
て
、
杜
会
の
本

質
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
伴
っ
て
犯
罪
統
制
が

ど
う
変
化
し
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
犯
罪

激
増
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

一
一
一
「
政
治
中
国
杜
会
」

の
本
質
と
そ
の
犯
罪
統
制

　
（
一
）
　
「
政
治
中
国
杜
会
」
の
本
質

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
政
治
的
統
制
が
完

全
か
つ
高
度
に
実
現
さ
れ
、
か
つ
政
治
原
理
に
基
づ
い
て
徹
底

的
に
構
成
、
固
定
化
さ
れ
た

　
竈
）

「
単
位
」
杜
会
で
あ
る
。

　
1
　
国
家
権
力
と
経
済

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
が
経
済
に
全
面

的
な
介
入
、
統
制
を
行
い
、
経
済
が
国
家
権
力
に
完
全
に
付
属

し
、
そ
の
一
部
分
と
な
る
。

　
①
生
産
手
段
の
所
有
制

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
生
産
手
段
の
公
有
制
し
か

認
め
ら
れ
ず
、
私
有
制
は
勿
論
、
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
経
済
活
動
さ
え
も
「
資
本
主
義
の
残
津
」
と
し
て
厳
し
く
糾

　
　
（
1
5
）

弾
さ
れ
る
。
公
有
制
が
さ
ら
に
「
全
人
民
的
所
有
制
」
と
「
集

団
的
所
右
制
」
と
に
分
け
ら
れ
、
前
老
は
最
も
基
本
的
な
所
有

制
度
で
、
国
民
経
済
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
生
産
手
段
の
す
べ

て
が
全
人
民
的
所
有
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
政
治
中
国
杜

会
」
に
お
け
る
全
人
民
的
所
有
制
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
ゴ
ー
タ

綱
領
批
判
』
で
描
い
た
全
杜
会
的
共
有
制
で
は
な
く
、
全
人
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
代
表
と
さ
れ
る
国
家
に
よ
る
所
有
で
あ
る
。
ま
た
、
公
有
制

の
も
う
一
つ
の
形
態
が
い
わ
ゆ
る
集
団
的
所
有
制
で
あ
る
が
、

理
論
上
、
全
人
民
的
所
有
制
の
場
合
は
、
全
中
国
人
民
が
そ
の

％
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主
体
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
集
団
的
所
有
制
の
場
合
は
、
当

該
経
済
組
織
に
属
す
る
人
々
だ
け
が
そ
の
所
有
主
体
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
上
、
両
者
の
主
な
違
い
は
投
資
、
管
理
す
る
国

家
機
関
が
中
央
政
府
か
そ
れ
と
も
地
方
政
府
か
に
す
ぎ
ず
、
国

家
権
力
が
そ
の
所
有
主
体
で
あ
る
点
に
お
い
て
は
両
老
と
も
同

じ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
集
団
的
所
有
制
も
ま
た
一
種
の
国
家
所

　
　
　
（
1
7
）

有
制
で
あ
る
。

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
け
る
国
家
所
有
制
の
最
も
大
き
な

特
徴
は
、
個
人
や
私
的
組
織
が
主
体
的
に
生
産
手
段
と
の
接
近
、

結
合
す
る
こ
と
が
完
全
に
否
定
、
遮
断
さ
れ
、
生
産
手
段
の
す

べ
て
が
国
家
権
力
の
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

生
産
手
段
を
個
人
的
に
所
有
す
る
こ
と
を
基
礎
に
し
て
形
成
さ

れ
る
杜
会
的
領
域
、
純
経
済
的
原
理
、
杜
会
的
力
が
完
全
に
な

く
な
り
、
国
家
権
力
は
政
治
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ず
、
生
産
手

段
を
所
有
、
統
制
す
る
一
種
の
経
済
的
権
力
と
さ
え
な
る
。

　
②
計
画
経
済
と
い
う
経
済
管
理
体
制

　
経
済
に
対
す
る
国
家
権
力
の
全
面
的
介
入
、
統
制
は
単
に
所

有
制
度
だ
け
で
な
く
、
計
画
経
済
と
い
う
経
済
管
理
体
制
に
も

基
づ
い
て
い
る
。
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
け
る
計
画
経
済
が

い
か
な
る
も
の
か
、
い
か
な
る
特
徴
を
有
す
る
か
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

す
で
に
多
く
の
研
究
老
が
検
討
を
重
ね
て
お
り
、
こ
こ
で
は
深

く
検
討
し
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

つ
ま
り
、
計
画
経
済
と
い
う
経
済
管
理
体
制
の
も
と
で
は
、
杜

会
経
済
生
活
の
隅
か
ら
隅
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
生
産
、
流
通
、

交
換
、
分
配
、
消
費
等
の
経
済
過
程
の
す
べ
て
が
、
直
接
ま
た

は
閻
接
に
国
家
権
力
の
計
画
、
統
制
対
象
と
さ
れ
、
す
べ
て
国

家
権
力
の
定
め
た
「
公
」
的
方
法
、
様
式
に
則
っ
て
行
わ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
国
家
権
力
は
計
画
経
済
に
基
づ
い

て
、
国
家
財
産
の
み
な
ら
ず
杜
会
経
済
生
活
の
全
体
に
も
統
制

を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

　
2
　
市
民
杜
会
と
経
済

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
市
民
個
人
は
経
済
の
主
体

と
は
な
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
国
家
権
力
を
媒
介
と
し
て
経
済
活

動
に
受
動
的
に
参
加
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
ま
た
、
市
民

杜
会
も
経
済
と
は
完
全
に
分
離
さ
れ
た
観
念
上
の
存
在
で
し
か

な
い
。

　
市
民
個
人
と
経
済
と
の
関
連
形
態
に
は
お
よ
そ
二
つ
の
種
類

27
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が
あ
る
。
一
つ
は
「
商
品
糧
戸
籍
」
に
属
す
る
人
々
の
場
合
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
農
業
糧
戸
籍
」
に
属
す
る
人
々
の
場
合

で
あ
る
。
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
戸
籍
制
度
が
単
に

戸
籍
管
理
と
い
う
行
政
事
務
上
の
意
義
だ
け
で
は
な
く
、
経
済

と
の
関
連
の
仕
方
や
政
治
的
地
位
の
上
か
ら
も
重
大
な
意
義
を

有
す
る
。

①
「
商
品
糧
戸
籍
」
に
属
す
る
場
合

　
「
商
品
糧
戸
籍
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
戸
籍
に
属
す
る
人
々
は

自
ら
農
業
を
営
む
必
要
は
な
く
、
食
糧
な
ど
の
基
本
生
活
品
が

国
か
ら
購
入
券
、
配
分
券
等
の
方
式
を
通
じ
て
定
期
的
に
分
配

さ
れ
る
よ
う
な
戸
籍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
戸
籍
に
属
す
る

人
々
は
経
済
生
活
に
あ
た
っ
て
完
全
に
国
家
権
力
の
統
制
下
に

置
か
れ
る
。
ま
ず
、
生
活
用
品
を
ど
れ
ぐ
ら
い
の
量
、
い
つ
、

ど
こ
で
、
ど
う
い
う
価
格
で
分
配
す
る
か
は
個
々
の
個
人
の
実

際
上
の
需
要
で
は
な
く
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
一
律
的
に
決
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
生
活
用
品
は
無
料
で
分
配
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
給
料
で
購
入
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、

給
料
も
ま
た
所
属
す
る
企
業
の
経
営
状
況
に
は
関
係
無
く
一
律

的
に
決
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
商
品
糧
戸
籍
」
に
属
す
る
こ
と

は
、
都
市
人
口
と
な
る
た
め
の
、
ま
た
、
国
家
機
関
や
国
営
企

業
の
正
式
構
成
員
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
人
々
は
政
治
的
に
は
よ
り
国
家
側
の
人
問
で
、
経
済
的

に
は
よ
り
国
有
財
産
に
近
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
は
彼
ら
が
国
家
財
産
、
経
済
計
画
に
主
体
的
に
参
加
で
き

る
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
自
分
が
ど
こ
で
ど
う
い
う
職

業
に
就
く
か
は
基
本
的
に
国
家
の
決
定
、
配
分
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
一
生
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

企
業
に
関
わ
る
国
家
計
画
や
企
業
の
運
営
に
関
し
て
は
、
国
家

機
関
の
意
思
決
定
老
お
よ
ぴ
企
業
に
派
遣
さ
れ
た
企
業
責
任
老

な
ど
の
、
こ
く
少
数
の
老
だ
け
が
参
加
権
を
も
ち
、
よ
り
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

人
々
は
実
質
的
に
は
そ
の
権
利
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。

　
②
「
農
業
糧
戸
籍
」
に
属
す
る
場
合

　
「
農
業
糧
戸
籍
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
戸
籍
に
属
す
る
人
々
が

自
ら
農
業
を
営
み
、
そ
れ
か
ら
得
た
食
糧
な
ど
の
生
活
用
品
で

生
活
す
る
よ
う
な
戸
籍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
戸
籍
に
属
す
る

人
々
は
、
農
村
人
口
の
枠
に
入
り
、
「
商
品
糧
戸
籍
」
の
人
々
と

は
異
な
っ
た
経
済
と
の
結
び
つ
き
を
す
る
も
の
の
、
そ
の
経
済

生
活
は
や
は
り
国
家
権
力
の
統
制
下
に
置
か
れ
る
。
ま
ず
、
彼

朋
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ら
は
自
分
の
生
活
本
拠
地
を
農
村
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
所

定
の
農
村
、
土
地
か
ら
離
れ
て
都
会
で
生
活
を
送
る
こ
と
は
で

　
（
2
0
）

き
な
い
。
「
人
民
公
杜
」
制
度
は
農
村
に
お
け
る
基
本
制
度
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
制
度
の
も
と
で
は
、
農
民
は
、
国
家

権
力
の
末
端
組
織
で
あ
る
人
民
公
杜
の
定
め
た
場
所
、
時
問
、

種
類
に
従
っ
て
、
分
配
さ
れ
た
仕
事
を
完
成
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
し
、
ま
た
、
農
業
労
働
を
通
じ
て
収
穫
し
た
食
糧
な
ど
は

一
部
は
人
民
公
杜
の
も
の
と
し
て
国
に
売
り
、
一
部
は
労
働
報

酬
と
し
て
農
民
個
人
に
売
る
が
、
そ
の
割
合
は
人
民
公
杜
側
が

決
め
る
。

　
3
　
国
家
権
力
と
市
民
杜
会

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
個
々
の
市
民
が
完
全
に
国

家
化
、
政
治
化
さ
れ
、
す
べ
て
国
家
の
統
制
シ
ス
テ
ム
に
編
入

さ
れ
て
お
り
、
国
内
権
力
と
は
別
個
の
原
理
を
も
っ
た
、
別
個

の
杜
会
領
域
、
杜
会
的
力
と
し
て
の
市
民
杜
会
は
殆
ど
存
在
し

て
い
な
い
。

①
政
治
的
基
準
に
よ
る
市
民
個
人
の
分
類

　
当
塒
、
す
べ
て
の
市
民
個
人
は
新
中
国
建
国
ま
で
の
経
済
状

況
を
主
た
る
基
準
に
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
階
級

成
分
」
と
称
さ
れ
る
。
そ
の
分
類
に
従
え
ぱ
、
都
会
の
市
民
は

買
弁
資
本
家
、
民
族
資
本
家
、
個
体
手
工
業
老
、
商
業
者
、
労

働
老
の
い
ず
れ
か
に
、
農
村
の
市
民
は
地
主
、
富
農
、
上
中
農
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

中
農
、
下
中
農
、
貧
農
、
雇
農
の
い
ず
れ
か
に
属
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
分
類
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
純
粋
な
経
済
状
況
に
よ
る

も
の
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
新
政
権
に
対

す
る
政
治
態
度
、
遠
近
関
係
が
過
去
の
経
済
状
況
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
る
、
と
い
う
公
式
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
の
裏
に
あ
る

の
で
、
「
階
級
成
分
」
が
政
治
的
意
義
を
濃
厚
に
も
た
さ
れ
て
お

り
、
新
政
権
は
ま
さ
に
こ
の
「
階
級
成
分
」
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
個
人
に
異
な
っ
た
権
利
、
地
位
、
待
遇
を
与
え
、
よ
い
「
階

級
成
分
」
を
有
す
る
人
は
そ
う
で
な
い
人
よ
り
優
遇
さ
れ
る
。

②
市
民
杜
会
的
組
織
の
国
家
化
、
政
治
化

　
家
庭
や
宗
教
な
ど
の
よ
う
な
組
織
は
本
来
純
市
民
杜
会
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
組
織
も
市
民
杜
会
的
性
格
を
完
全
に
失
っ
て
、
国
家
的
、
政

治
的
組
織
の
性
格
を
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
極
端
な

例
が
「
文
化
大
革
命
」
の
中
に
見
ら
れ
る
。
当
時
、
家
族
ぐ
る

〃
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み
で
最
高
指
導
老
の
語
録
を
勉
強
し
た
り
、
党
と
政
府
へ
の
忠

誠
を
誓
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、
家
族
同
士
が
不
忠
誠
な
行
為
を

互
い
に
告
発
す
る
の
を
勧
め
た
り
、
革
命
模
範
家
庭
を
選
定
し

た
り
し
た
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
家
庭
と
い
う
純
市
民
杜
会
的
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

織
の
国
家
化
、
政
治
化
の
現
れ
と
い
え
よ
う
。

　
③
市
民
杜
会
生
活
の
国
家
化
、
政
治
化

　
個
々
の
市
民
は
旅
行
な
ど
の
よ
う
な
、
国
家
的
活
動
で
も
な

け
れ
ば
経
済
的
活
動
で
も
な
い
、
い
わ
ば
純
粋
な
市
民
杜
会
的

活
動
を
行
う
。
し
か
し
、
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
そ

の
よ
う
な
活
動
も
ま
た
国
家
化
、
政
治
化
さ
れ
、
国
家
の
強
い

統
制
下
に
置
か
れ
る
。
例
え
ば
、
旅
行
に
出
掛
け
る
場
合
、
列

車
の
切
符
を
買
う
た
め
に
、
ま
た
は
、
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
た
め

に
、
国
家
権
力
の
末
端
組
織
の
紹
介
状
や
証
明
書
等
が
不
可
欠

と
さ
れ
る
。

　
④
市
民
の
精
神
生
活
の
国
家
化
、
政
治
化

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
公
式
的
理
念
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
つ
い
て
の
教
育
、
宣
伝
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て
積
極
的

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
道
徳
等

の
よ
う
な
人
問
と
し
て
の
基
本
的
教
養
の
修
得
も
ま
た
国
家
権

力
に
よ
っ
て
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
相
当
程
度
ま

で
国
家
化
、
政
治
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
親
し

い
老
か
否
か
は
階
級
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
」
（
親
不
親
階

（
鴉
）

級
分
）
と
か
、
「
人
民
に
対
し
て
は
親
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
階
級
の
敵
に
対
し
て
は
残
酷
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
（
対

　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

人
民
親
、
対
敵
人
狼
）
と
い
っ
た
道
徳
的
教
条
が
一
九
五
〇
年

代
か
ら
「
文
化
大
革
命
」
中
ま
で
流
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら

は
人
間
と
し
て
の
一
般
道
徳
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
特
定

の
階
級
の
政
治
観
念
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
4
　
「
政
治
中
国
杜
会
」
の
基
本
原
理
と
そ
の
構
成

　
以
上
か
ら
「
政
治
中
国
杜
会
」
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
経
済
、
市
民
杜
会
は
国

家
権
力
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
一
部
、
一
要
素
に
化
し
た
、
正
真

正
銘
の
国
家
権
力
の
杜
会
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ

う
な
国
家
権
力
は
一
体
い
か
な
る
原
理
に
則
っ
て
行
動
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
「
政
治
中
国
杜
会
」
は
ど

の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
①
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
基
本
原
理

〃
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「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
が
物
事
を
処
理

す
る
に
あ
た
っ
て
個
々
の
原
理
を
勿
論
考
慮
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
原
理
の
い
ず
れ
も
国
家
権
力
に
と
っ
て
第
二
次
的

な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
第
一
次
的
か
つ
最
も
基
本
的
な
の
は
「
階

級
闘
争
」
と
い
う
政
治
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
階
級
闘
争

は
必
ず
毎
年
、
毎
月
、
毎
日
念
頭
に
置
き
、
実
行
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
」
と
か
、
「
階
級
闘
争
は
網
の
大
綱
で
あ
っ
て
、
網
の

大
綱
を
持
ち
挙
げ
さ
え
す
れ
ば
、
網
目
は
自
ず
か
ら
開
い
て
く

る
」
と
い
っ
た
毛
沢
東
の
指
示
が
長
い
問
国
是
と
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

の
は
そ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

　
「
階
級
闘
争
」
が
一
体
ど
の
よ
う
な
政
治
原
理
か
は
時
期
に

よ
り
そ
の
解
釈
が
異
な
る
が
、
あ
え
て
そ
の
主
な
特
徴
を
い
う

と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
階
級
及
び
そ
の
同
盟
老
の
政
権
た
る
現
国
家
権
力
は
常

に
そ
の
敵
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
及
び
そ
の
他
の
反
動
分
子

に
よ
っ
て
狙
わ
れ
、
そ
の
転
覆
を
図
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
家

権
力
は
反
動
階
級
の
転
覆
陰
謀
を
粉
砕
し
て
、
彼
ら
を
打
ち
破

る
た
め
に
、
全
杜
会
を
動
員
し
て
犬
規
模
な
政
治
闘
争
を
展
開

し
、
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
家
権
力
の
活
動
の
す
べ

て
が
こ
の
よ
う
な
闘
争
を
念
頭
に
置
き
、
そ
れ
を
中
心
と
し
な

　
　
　
　
　
　
（
㏄
）

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
か
よ
。
う
な
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
政
治
原
理
が
国
家
原
理
と

さ
れ
た
場
合
、
国
家
権
力
は
、
基
本
的
に
政
治
．
レ
ベ
ル
に
お
い

て
「
大
衆
運
動
」
と
い
う
行
動
様
式
を
採
る
。
そ
こ
で
は
、

「
法
」
と
い
う
も
の
は
政
治
闘
争
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

手
段
と
し
か
見
傲
さ
れ
ず
、
「
法
の
支
配
」
と
い
う
政
治
に
優
越

し
た
考
え
方
は
存
在
し
難
く
、
「
法
の
支
配
」
は
当
然
に
国
家
権

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
7
〕

力
の
原
理
と
は
な
ら
な
い
。

　
②
「
政
治
中
国
杜
会
」
の
構
成

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
の
ピ
ラ
ミ
ヅ
ド

型
杜
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
杜
会
的
階
層
、
構
成
が
「
階

級
闘
争
」
と
い
う
政
治
原
理
に
基
づ
い
て
、
国
家
権
力
と
の
遠

近
関
係
、
政
治
的
な
信
頼
度
に
従
っ
て
作
ら
れ
、
政
治
関
係
と

い
う
従
の
関
係
だ
け
が
あ
り
、
横
の
人
間
関
係
は
な
い
、
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
、
あ
ら
ゆ
る
事

柄
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
細
大
漏
ら
ず
完
全
に
政
治
的
、
国
家
権

力
的
シ
ス
テ
ム
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
編
入
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
位
置
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
を
与
え
ら
れ
、
経
済
的
、

〃
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政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、

下
に
対
し
て
統
制
す
る
。

杜
会
的
に
上
か
ら
統
制
さ
れ
、

　
（
二
）
　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
け
る
犯
罪
統
制

　
ー
　
こ
う
い
っ
た
杜
会
自
体
の
中
に
高
度
な
犯
罪
統
制
を
可

能
に
す
る
要
因
が
内
在
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
中
国
杜
会
を
「
単
位
杜
会
」
と
呼
ぷ
研
究
老
が
い
る
が
、
こ

れ
は
見
事
に
実
情
に
合
っ
た
呼
ぴ
方
と
思
わ
れ
る
。
「
単
位
」

と
は
当
該
人
の
勤
務
先
や
通
う
学
校
や
（
仕
事
や
学
校
の
な
い

老
、
未
成
年
老
等
の
場
合
）
居
住
地
の
居
民
委
員
会
等
の
組
織

体
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
組
織
体
は
、
勤
務
の
場
．
勉
強
、
研
究

の
場
・
居
住
地
と
し
て
の
意
義
よ
り
、
む
し
ろ
、
国
家
権
力
の

末
端
組
織
と
い
う
意
義
を
有
し
て
お
り
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ

う
な
、
個
々
の
市
民
に
対
す
る
国
家
権
力
の
経
済
的
、
政
治
的
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
杜
会
的
諸
統
制
が
ま
さ
に
こ
の
「
単
位
」

を
通
じ
て
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
。
中
国
人
の
誰
で
も
生
ま
れ

て
か
ら
死
ぬ
ま
で
「
単
位
」
と
深
く
関
わ
り
、
「
単
位
」
抜
き
に

は
生
き
ら
れ
な
い
。
個
人
の
行
動
空
間
、
時
間
の
す
べ
て
が
所

属
す
る
「
単
位
」
に
限
定
、
固
定
さ
れ
、
個
人
に
関
す
る
事
柄

の
殆
ど
が
「
単
位
」
の
介
入
で
遂
行
さ
れ
る
。
「
単
位
」
の
も
つ

こ
の
よ
う
な
機
能
、
意
義
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
政
治
中
国

杜
会
」
そ
の
も
の
に
高
度
な
犯
罪
統
制
を
可
能
に
す
る
要
因
が

内
在
し
て
い
る
。

　
2
　
最
大
限
に
実
現
で
き
た
犯
罪
統
制

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
犯
罪
統
制
が
最
大
限

に
実
現
で
き
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
ず
、
客
観
的
無
力
化
に
関

し
て
は
、
個
々
の
市
民
は
、
す
べ
て
自
分
の
行
動
空
間
を
「
単

位
」
に
隈
定
し
、
自
分
の
行
動
時
間
を
「
単
位
」
で
過
ご
し
、

「
単
位
」
と
い
う
相
互
牽
制
的
集
団
の
中
に
身
を
固
定
せ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
、
犯
罪
を
犯
す
可
能
性
が
物
理
的
に
抑
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
主
観
的
無
力
化
に
関
し
て
は
、
予
測
不
可
能
、

法
的
手
続
き
の
排
除
と
い
っ
た
よ
う
な
気
紛
れ
で
恐
ろ
し
い
要

素
を
も
っ
た
「
階
級
闘
争
」
論
を
内
容
と
し
た
政
治
教
育
、
政

治
学
習
が
「
単
位
」
の
主
催
、
組
織
で
毎
日
行
わ
れ
、
政
治
闘

争
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
強

い
ら
れ
る
個
々
の
市
民
は
、
自
分
も
い
つ
か
「
階
級
の
敵
」
と

さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
危
機
感
、
緊
張
感
に
常

　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
機
感
、
緊
張
感
が
不
断

拐



（33）　中国における犯罪激増原因の社会学的分析

に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
市
民
の
罪
を
犯
そ
う
と

い
う
主
観
的
意
思
が
効
果
的
に
阻
止
さ
れ
る
。

　
3
　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
け
る
犯
罪
統
制
の
限
界
と
そ

の
代
価

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
け
る
犯
罪
統
制
は
、
市
民
に
遵
法
意

識
を
普
及
、
内
面
化
さ
せ
て
、
罪
を
犯
す
可
能
性
、
チ
ャ
ン
ス

が
い
く
ら
あ
っ
て
も
そ
う
は
し
な
い
と
い
う
自
覚
を
も
た
す
こ

と
（
「
内
面
的
無
動
機
化
」
と
呼
ぼ
う
）
を
通
じ
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
罪
を
犯
す
「
自
由
」
、
チ
ャ
ン
ス
を
市
民
か
ら
剥
奪

し
、
罪
を
犯
し
た
く
て
も
犯
せ
な
い
と
い
う
状
態
に
市
民
を
物

理
的
、
外
在
的
に
抑
え
こ
む
こ
と
（
「
外
在
的
無
力
化
」
と
呼
ぽ

う
）
を
通
じ
て
、
実
現
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
の
犯
罪
統

制
が
最
大
限
ま
で
実
現
で
き
た
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
普
遍

的
自
覚
と
し
て
の
遵
法
意
志
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
な
お
、
そ
こ
で
の
犯
罪
統
制
が
最
大
限
に
実
現
で
き
た
こ
と

は
、
杜
会
的
に
流
動
せ
ず
、
活
気
も
な
い
杜
会
と
、
全
く
自
由

を
も
た
な
い
個
人
を
、
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
本

来
の
犯
罪
は
最
犬
限
に
減
少
し
た
こ
と
の
か
わ
り
に
、
本
来
は

犯
罪
で
な
い
多
く
の
「
政
治
冤
罪
」
が
作
り
だ
さ
れ
た
こ
と
も
、

そ
の
必
然
的
代
価
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
四
　
「
改
革
開
放
」
に
よ
る
「
政
治
中
国
杜
会
」
の
変
質

　
政
策
の
制
定
者
が
自
ら
意
識
す
る
か
否
か
と
は
別
に
、
結
果

的
に
見
れ
ぱ
、
「
改
革
開
放
」
の
実
施
が
「
政
治
中
国
杜
会
」
に

総
合
的
な
変
革
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

　
1
　
国
家
権
力
と
経
済

　
「
改
革
開
放
」
の
実
施
に
伴
っ
て
、
経
済
に
対
す
る
国
家
権
力

の
介
入
、
統
制
の
度
合
が
緩
和
さ
れ
て
、
国
家
権
力
か
ら
や
や

離
れ
た
経
済
が
出
来
つ
つ
あ
る
。

　
①
私
的
所
有
制
の
登
場

　
私
営
企
業
、
中
外
合
弁
、
合
資
、
合
作
企
業
、
外
資
企
業
等

の
非
国
有
企
業
が
一
九
七
九
年
か
ら
認
め
ら
れ
、
国
が
多
く
の

優
遇
策
を
講
じ
て
、
そ
の
発
展
を
促
し
て
き
て
い
る
。
今
日
に

お
い
て
、
私
的
所
有
体
は
国
家
所
有
制
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ま

で
に
ば
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
す
で
に
中
国
の
経
済
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

中
で
犬
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

②
計
画
経
済
と
い
う
経
済
管
理
体
制
の
緩
和

33
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私
的
所
有
の
承
認
は
ま
だ
小
規
模
、
小
範
囲
に
留
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
計
画
経
済
と
い
う
経
済
管
理
体
制
の
改
革
は
大

規
模
、
広
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
「
改
革
開
放
」
の
キ
ー
．
ポ
イ

ン
ト
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
企

業
自
主
権
の
拡
大
」
と
「
経
営
責
任
制
の
導
入
」
と
の
名
で
行

わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
、
国
家
計
画
の
範
囲
、
規

模
、
種
類
及
び
そ
の
拘
束
力
が
大
幅
に
縮
小
、
緩
和
さ
れ
、
政

府
機
関
と
企
業
と
、
所
有
権
と
経
営
権
と
が
よ
り
徹
底
的
に
分

離
さ
れ
、
企
業
自
体
が
相
当
程
度
に
市
場
原
理
に
従
っ
て
経
営

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
2
　
市
民
杜
会
と
経
済

　
「
改
革
開
放
」
に
よ
っ
て
、
一
部
の
市
民
は
独
立
し
た
経
済
主

体
と
な
り
、
国
家
権
力
の
過
剰
な
干
渉
を
受
け
ず
に
主
体
的
に

経
済
活
動
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
殆
ど
の
市
民
個

人
も
経
済
と
の
関
係
に
お
い
て
国
家
権
力
の
完
全
な
統
制
か
ら

解
放
さ
れ
、
相
対
的
に
自
由
な
結
び
つ
き
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
。　

①
「
商
品
糧
戸
籍
」
に
属
す
る
人
々
の
場
合

　
ま
ず
、
自
由
市
場
の
承
認
、
普
及
や
食
糧
等
の
基
本
生
活
用

品
に
対
す
る
統
制
の
緩
和
に
よ
っ
て
、
「
商
品
糎
戸
籍
」
に
属
す

る
人
々
は
、
食
糧
等
の
基
本
生
活
用
品
を
よ
り
自
由
に
獲
得
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
量
の
外
資
企
業
、
私

人
企
業
の
登
場
や
「
経
営
責
任
制
」
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
、

職
業
、
職
場
の
選
択
、
変
更
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
、

従
来
の
「
親
方
五
星
紅
旗
」
（
日
本
語
の
「
親
方
日
の
丸
」
と
同

じ
意
味
）
の
状
態
が
変
わ
り
、
国
営
企
業
の
従
業
員
も
除
名
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
除
名
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
権

力
に
と
っ
て
は
除
名
さ
た
人
々
に
対
す
る
統
制
の
喪
失
と
い
う

　
　
　
　
　
＾
3
0
）

意
味
を
も
有
す
る
。

　
②
「
農
業
糧
戸
籍
」
に
属
す
る
人
々
の
場
合

　
「
改
革
開
放
」
の
重
要
な
一
環
は
「
農
業
生
産
責
任
制
」
の
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
1
）

入
と
「
人
民
公
杜
」
の
解
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一

定
の
土
地
に
固
定
さ
れ
な
が
ら
「
人
民
公
杜
」
の
定
め
た
と
お

り
に
農
業
を
営
ま
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
農
民
は
、
土
地
の
使
用
権

を
国
家
か
ら
獲
得
し
て
、
国
家
と
交
わ
し
た
請
負
契
約
に
規
定

さ
れ
た
種
類
、
量
、
価
格
で
農
作
物
を
国
に
販
売
し
さ
え
す
れ

ぱ
、
土
地
か
ら
離
れ
た
り
、
他
の
仕
事
を
続
け
た
り
す
る
こ
と

脳
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が
自
由
と
な
り
、
自
分
の
時
間
、
空
間
を
国
家
権
力
の
介
入
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
’

し
に
支
配
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
③
私
的
所
有
老
、
経
営
老

　
都
会
に
お
い
て
も
農
村
に
お
い
て
も
一
部
の
人
々
は
、
「
改

革
開
放
」
政
策
に
よ
っ
て
、
生
産
手
段
の
所
有
主
体
、
経
営
主

体
と
し
て
工
場
や
店
や
会
杜
を
も
ち
、
か
く
し
て
、
彼
ら
は
、

国
営
経
済
と
は
別
の
次
元
、
国
家
権
力
を
抜
き
に
し
た
別
個
の

経
済
領
域
を
作
り
上
げ
、
主
体
的
に
経
済
と
結
ぴ
つ
く
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
戸
籍
は
あ
ま
り
意

味
が
な
く
、
自
ら
の
所
有
、
経
営
す
る
経
済
体
を
背
景
に
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

の
人
々
以
上
に
国
家
権
力
か
ら
離
れ
て
い
る
。

　
3
　
国
家
権
力
と
市
民
杜
会

　
「
改
革
開
放
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
国
家
権
力
と
市
民

杜
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
市
民
杜
会
に
対
す
る
国
家
権
力
の
統
制
が
犬
幅
に

後
退
し
て
、
市
民
杜
会
が
国
家
権
力
と
は
別
個
の
原
理
を
も
つ
、

別
個
の
杜
会
領
域
、
別
個
の
杜
会
的
力
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ

あ
る
、
と
。

　
①
市
民
個
人
に
対
す
る
政
治
分
類
の
無
意
味
化

　
「
改
革
開
放
」
以
来
、
「
階
級
成
分
」
と
い
っ
た
分
類
そ
の
も

の
は
完
全
に
は
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
分

類
に
基
づ
い
た
権
利
、
義
務
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て

お
り
、
分
類
自
体
に
対
す
る
国
家
権
力
側
の
自
覚
も
ま
た
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
）

個
人
側
の
自
覚
も
か
な
り
低
い
も
の
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

近
年
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
分
子
」
と
い
っ
た
新
た
な
政
治
的

範
晴
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
イ
ン
テ
リ
な
ど

の
杜
会
の
少
数
老
だ
け
に
適
用
す
る
も
の
で
、
ま
だ
全
杜
会
的

な
意
義
を
有
し
な
い
。

　
②
市
民
杜
会
的
組
織
の
脱
国
家
化
、
脱
政
治
化

　
「
改
革
開
放
」
以
来
、
家
庭
や
宗
教
団
体
等
の
市
民
杜
会
的
組

織
が
徐
々
に
国
家
的
、
政
治
的
色
彩
を
失
っ
て
、
本
来
の
性
格

や
機
能
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ぱ
、
宗
教
団
体
は
従
来

そ
の
存
在
自
体
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
許
さ
れ
て

も
国
家
権
力
の
厳
し
い
統
制
の
下
に
置
か
れ
た
が
、
今
は
そ
の

存
在
が
法
的
に
認
め
ら
れ
、
相
当
程
度
に
独
自
に
物
事
を
運
ぶ

　
　
　
　
　
　
壼
）

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
③
市
民
杜
会
生
活
の
脱
国
家
化
、
脱
政
治
化

斑
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「
改
革
開
放
」
以
来
、
市
民
杜
会
生
活
の
多
く
は
従
来
と
は
変

わ
っ
て
、
国
家
権
力
の
統
制
を
受
け
ず
に
政
治
的
考
慮
な
し
に

遂
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ぱ
、
従
来
は
、
国
外
へ
の

旅
行
や
外
国
人
と
の
つ
き
あ
い
が
政
治
的
意
義
を
帯
ぴ
た
も
の

と
し
て
国
家
権
力
の
独
占
事
項
と
さ
れ
て
い
た
が
、
今
は
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

の
市
民
も
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
④
市
民
杜
会
の
精
神
生
活
に
お
け
る
国
家
的
、
政
治
的
要

素
の
大
幅
な
後
退

　
今
日
に
お
い
て
も
、
国
家
権
力
は
一
般
市
民
に
対
す
る
政
治

的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
教
育
、
宣
伝
を
依
然
と
し
て
続
け
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
政
治
的
性
格
を
極
め
た
従
来
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
温
和
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
上
、
一
般
市
民
の
問
で
従
来
見
ら
れ
た
政
治
に
対
す
る
熱

狂
は
今
日
で
は
も
う
見
ら
れ
な
く
な
り
、
か
わ
り
に
、
政
治
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

な
れ
、
政
治
的
無
関
心
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
4
　
「
改
革
開
放
」
に
よ
る
中
国
杜
会
本
質
の
変
化

　
右
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
改
革
開
放
」
以
来
の
中
国
杜
会
は

「
政
治
中
国
杜
会
」
か
ら
完
全
に
脱
皮
し
て
そ
の
本
質
を
変
え

た
と
は
言
い
難
い
が
、
脱
皮
、
変
化
の
途
上
に
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。

　
①
健
全
な
る
杜
会
の
形
成

　
国
家
権
力
は
等
し
く
杜
会
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
「
政

治
中
国
杜
会
」
に
お
け
る
異
常
と
も
い
う
べ
き
状
態
が
変
え
ら

れ
、
国
家
権
力
は
依
然
と
し
て
杜
会
の
中
心
的
存
在
に
留
ま
っ

て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
原
理
を
も
っ
た
、
別
個

の
杜
会
領
域
、
杜
会
的
力
と
し
て
の
経
済
、
市
民
杜
会
が
す
で

に
形
成
さ
れ
、
国
家
権
力
に
対
し
て
徐
々
に
影
響
力
を
発
揮
す

る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
②
経
済
の
発
展
、
物
質
的
利
益
の
追
求
と
い
う
基
本
原
理

の
確
立
と
普
及

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
と
今
日
の
中
国
杜
会
と
の
間
に
存
在
す

る
も
っ
と
も
顕
薯
な
相
違
は
、
「
階
級
闘
争
」
を
杜
会
の
基
本
原

理
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
経
済
の
発
展
、
物
質
的
利
益
の
追

求
を
基
本
原
理
と
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を

め
ぐ
っ
て
の
論
争
は
、
「
改
革
開
放
」
政
策
導
入
の
最
初
か
ら
中

国
の
指
導
者
内
部
に
お
い
て
す
で
に
起
こ
り
、
今
日
ま
で
続
い

　
＾
3
8
）

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
表
面
的
論
議
と
は
裏
腹
に
、

％
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実
際
に
お
い
て
は
、
経
済
の
発
展
、
物
質
的
利
益
の
追
求
の
ほ

う
が
「
階
級
闘
争
」
に
代
わ
っ
て
国
家
権
力
を
含
ん
だ
中
国
杜

会
全
体
の
基
本
原
理
と
し
て
確
実
に
定
着
、
普
及
し
つ
つ
あ
る

　
　
　
　
　
（
3
9
〕

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
③
縦
的
、
統
制
的
杜
会
構
成
の
崩
壊
と
横
的
、
分
散
的
杜

会
構
成
の
生
成

　
国
家
権
力
の
地
位
の
後
退
、
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
基
本
原
理

の
撤
廃
に
よ
り
、
「
政
治
中
国
杜
会
」
の
縦
的
、
統
制
的
杜
会
構

成
、
杜
会
秩
序
が
乱
れ
、
「
階
級
闘
争
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た
杜

会
的
ピ
ラ
ミ
ヅ
ド
が
足
元
か
ら
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
代
わ

り
に
、
横
的
、
分
散
的
杜
会
関
係
が
現
れ
、
主
に
経
済
利
害
原

理
に
基
づ
い
た
新
た
な
杜
会
構
成
、
杜
会
秩
序
が
出
来
つ
つ
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
杜
会
に
お
い
て
は
、
杜
会
自
体
が
流

動
的
で
、
活
気
に
満
ち
、
市
民
個
人
も
一
定
程
度
ま
で
の
自
由

を
享
受
し
う
る
真
の
人
間
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

五
　
犯
罪
激
増
の
原
因

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
に
お
け
る
犯
罪
統
制
は
、
杜
会
自
体
が
国

家
権
力
を
中
心
に
、
「
階
級
闘
争
」
論
を
基
本
原
理
と
し
た
高
度

な
統
制
的
杜
会
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
杜
会
が

「
改
革
開
放
」
の
実
施
に
伴
っ
て
す
で
に
大
き
く
崩
壊
、
変
化
し

て
お
り
、
特
に
、
国
家
権
力
に
よ
る
経
済
的
、
政
治
的
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
、
杜
会
的
諸
統
制
を
個
々
の
市
民
ま
で
具
体
化
す

る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
き
た
「
単
位
」
は
、
今
日
で
は
、

そ
の
よ
う
な
機
能
音
大
幅
に
喪
失
し
て
、
市
民
生
活
と
の
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
）

り
が
か
な
り
稀
薄
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
従
来
の

犯
罪
統
制
は
す
で
に
ぞ
の
存
在
の
大
前
提
を
失
い
つ
つ
あ
り
、

今
日
の
中
国
杜
会
に
従
来
の
犯
罪
統
制
機
能
を
期
待
す
る
の
は

も
は
や
不
可
能
で
あ
り
、
新
し
い
杜
会
に
適
す
る
新
た
な
犯
罪

統
制
手
段
の
確
立
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
政
治
中
国
杜
会
」
と
は
違
っ
て
、
よ
り
活
気
の
あ
る
杜
会
、

よ
り
自
由
の
あ
る
個
人
、
無
駄
な
政
治
闘
争
の
回
避
を
目
指
そ

う
と
す
る
今
日
の
中
国
杜
会
に
適
す
る
犯
罪
統
制
は
、
全
く
流

動
性
、
活
気
の
な
い
杜
会
、
全
く
自
由
を
も
た
な
い
個
人
、
頻

繁
な
政
治
闘
争
と
大
量
の
「
政
治
冤
罪
」
・
を
必
要
と
す
る
従
来

の
よ
う
な
「
外
在
的
無
力
化
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
杜
会
の

活
気
、
個
人
の
自
由
を
尊
重
で
き
る
「
主
観
的
無
動
機
化
」
を

37
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内
容
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪

統
制
を
実
現
す
る
た
め
に
は
多
く
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
は
最
も
根
本
的
な
の
は
「
法
治
主
義
」
の
全
面
的
確

立
と
徹
底
的
普
及
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
中
国
杜
会
が

ま
だ
変
革
の
初
期
段
階
に
あ
る
。
ま
た
、
「
改
革
開
放
」
政
策
以

来
講
じ
ら
れ
て
き
た
犯
罪
統
制
対
策
は
「
法
治
主
義
」
的
要
素

を
含
ん
だ
と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
「
政
治
中
国

杜
会
」
で
の
そ
れ
を
再
利
用
、
再
強
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
（
蛆
）

そ
の
た
め
、
新
し
い
杜
会
に
適
す
る
新
た
な
犯
罪
統
制
が
未
だ

に
で
き
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

か
つ
て
の
犯
罪
統
制
体
系
は
す
で
に
崩
れ
た
一
方
、
新
し
い
犯

罪
統
制
体
系
が
未
だ
に
確
立
で
き
て
い
な
い
こ
と
こ
そ
、
申
国

に
お
け
る
犯
罪
激
増
の
根
本
的
原
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
（
こ
の
論
文
は
財
団
法
人
「
二
十
一
世
紀
文
化
学
術
財
団
の

学
術
奨
励
金
」
を
受
け
て
行
わ
れ
た
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
論
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
一
橋
犬
学
犬
学
院
法
学
研

究
科
佐
藤
元
建
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
感
謝
の

意
を
表
す
）

　
（
1
）
　
「
一
九
五
〇
年
至
一
九
八
八
年
全
国
公
安
機
関
刑
事
案
件

立
案
和
破
案
統
計
表
L
、
康
樹
華
編
『
犯
罪
学
通
論
』
（
北
京
犬

　
学
出
版
社
、
一
九
九
二
）
一
二
頁
。

（
2
）
　
例
え
ぱ
、
「
政
協
第
六
屈
全
国
委
員
会
常
務
委
員
会
第
二

次
会
議
関
於
厳
励
打
撃
刑
事
犯
罪
的
決
定
」
で
は
、
五
〇
年

代
・
六
〇
年
代
の
治
安
状
況
が
今
後
の
目
標
と
し
て
唱
え
ら
れ

　
て
い
る
（
『
人
民
政
協
報
』
一
九
七
九
年
九
月
十
四
日
）
。

（
3
）
　
康
樹
華
、
前
掲
註
。

（
4
）
　
「
一
九
八
一
年
至
一
九
八
六
年
全
国
刑
事
案
件
与
治
安
案

件
統
計
資
料
」
、
『
中
届
青
少
年
犯
罪
研
究
年
鑑
・
1
9
8
7
』

　
（
中
国
、
春
秋
出
版
杜
）
四
八
頁
。

（
5
）
．
こ
こ
で
あ
げ
た
数
字
が
次
の
文
献
、
新
聞
で
公
表
さ
れ
た

統
計
に
基
づ
く
。

　
中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
弁
公
庁
「
1
9
8
8
年
的
公
安
工

作
」
（
『
中
国
法
律
年
鑑
・
一
九
八
九
年
』
十
九
頁
）
。
詠
雷
「
我

　
国
刑
事
案
件
明
顕
増
加
」
（
『
人
民
目
報
・
海
外
版
』
一
九
八
九

年
一
月
二
四
日
）
。
魚
雷
「
厳
打
各
種
犯
罪
保
衛
経
済
建
設
」

　
（
『
法
制
日
報
』
一
九
九
二
年
三
月
二
〇
日
）
。
声
奇
「
対
現
段
階

刑
事
犯
罪
問
題
的
幾
点
思
考
」
（
中
国
犯
罪
学
研
究
会
第
一
回

　
学
術
討
論
会
へ
提
出
し
た
論
文
）
。

（
6
）
　
声
奇
、
前
掲
論
文
。

（
7
）
　
「
経
済
犯
罪
」
が
一
体
何
を
指
す
か
に
関
し
て
は
、
中
国
の

刑
法
学
界
に
は
一
致
し
た
見
解
は
ま
だ
な
く
、
様
々
な
論
議
が

出
さ
れ
て
い
る
が
、
立
法
、
司
法
機
関
の
文
献
、
統
計
を
見
る

錫
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限
り
、
『
重
大
経
済
犯
罪
を
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　
の
全
人
代
常
務
委
員
会
の
決
定
』
の
中
で
窃
盗
罪
も
経
済
犯
罪

　
の
一
種
と
し
て
あ
げ
た
の
を
除
け
ぱ
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
窃

　
盗
罪
は
経
済
犯
罪
と
は
別
個
の
項
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
劉
永
清
「
経
済
犯
罪
及
其
発
展
趨
勢
浅
見
」
（
中
国
犯
罪
学

　
研
究
会
第
一
回
学
術
討
論
会
へ
提
出
し
た
論
文
）
。

（
9
）
　
「
厳
重
刑
事
犯
罪
」
に
一
体
い
か
な
る
種
類
の
犯
罪
が
含

　
ま
れ
る
か
に
関
し
て
は
、
は
っ
き
り
し
た
定
義
、
規
定
は
な
く
、

　
公
式
の
文
献
の
中
で
も
用
語
の
混
乱
が
た
ま
に
見
ら
れ
る
が
、

　
近
年
の
文
献
や
統
計
を
見
る
か
ぎ
り
、
「
厳
重
刑
事
犯
罪
」
と
さ

　
れ
る
の
は
こ
こ
で
あ
げ
た
七
つ
の
種
類
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
が

　
分
か
る
。

（
1
0
）
　
康
樹
華
、
前
掲
註
、
九
八
頁
。

（
u
）
　
「
打
撃
売
淫
漂
娼
、
加
強
治
安
管
理
」
、
『
法
制
日
報
』
一
九

　
九
一
年
九
月
二
四
日
。

（
1
2
）
　
「
雲
南
積
極
開
展
国
際
禁
毒
」
、
『
法
制
日
報
』
一
九
九
一
年

　
一
一
月
一
日
。

（
1
3
）
　
張
亜
「
社
会
治
安
大
趨
勢
・
上
編
」
、
『
法
制
日
報
』
一
九

　
九
二
年
一
月
一
九
日
。

（
1
4
）
　
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
「
単
位
」
は
人
々
の
属
す
る

組
織
体
（
会
杜
、
学
校
、
機
関
、
町
等
）
の
こ
と
で
、
国
家
権

力
の
末
端
組
織
の
機
能
を
犬
い
に
果
た
す
。

（
1
5
）
　
「
譲
社
会
主
義
牢
固
占
領
多
種
経
営
陣
地
」
、
『
人
民
日
報
』

　
一
九
七
五
年
四
月
二
〇
日
。

（
1
6
）
　
醇
暮
橋
『
中
国
杜
会
主
義
経
済
間
題
研
究
』
（
北
京
、
外
文

　
出
版
杜
）
八
六
頁
。

（
1
7
）
　
醇
暮
橋
「
関
於
中
国
杜
会
主
義
経
済
的
若
干
理
論
問
題
」
、

　
『
中
国
社
会
科
学
』
一
九
九
一
年
一
期
、
一
一
頁
。

（
1
8
）
　
例
え
ぱ
、
中
兼
和
津
次
「
中
国
杜
会
主
義
経
済
制
度
の
構

　
造
と
展
開
」
、
岩
田
昌
征
編
『
経
済
体
制
論
・
w
、
杜
会
主

　
義
』
、
二
六
三
頁
。

（
1
9
）
　
一
九
八
八
年
八
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
『
全
人
民
所
有

　
制
工
業
企
業
法
』
に
よ
れ
ぱ
、
工
場
長
の
選
任
に
は
政
府
主
管

　
部
門
に
よ
る
任
命
、
委
任
と
、
企
業
の
労
働
老
代
表
大
会
に
よ

　
る
選
挙
と
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
政
府

　
に
よ
る
任
命
、
委
任
の
方
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て

　
い
る
。

（
2
0
）
　
参
照
、
中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
『
公
安
部
城
鎮
人
口
管

　
理
的
暫
定
規
定
』
（
一
九
七
五
年
七
月
十
三
日
）
。

（
2
1
）
　
参
照
、
「
政
務
院
関
於
画
分
農
村
階
級
成
分
的
決
定
」
、
・
『
中

　
央
人
民
政
府
法
令
集
編
・
1
9
4
9
・
1
9
5
0
』
七
二
頁
。

（
2
2
）
　
家
族
グ
ル
ー
プ
で
「
政
治
学
習
会
」
を
開
い
た
り
、
「
階
級

　
闘
争
」
を
行
っ
た
り
し
て
政
治
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
つ
い
て
、

参
照
、
『
人
民
日
報
』
一
九
六
八
年
二
月
二
五
日
。

（
2
3
）
　
「
『
宗
族
親
』
不
破
、
印
把
子
難
握
」
、
『
人
民
日
報
』
　
一
九

　
六
九
年
一
月
三
〇
日
。

鎚
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（
2
4
）
　
「
七
億
人
民
都
来
傲
批
判
家
」
、
『
人
民
日
報
』
一
九
六
九
年

七
月
一
七
日
。

（
2
5
）
　
「
毛
沢
東
語
録
」
、
『
人
民
日
報
』
一
九
七
四
年
二
月
一
六

　
日
、
一
月
二
二
日
。

（
2
6
）
　
参
照
、
池
垣
「
認
真
学
習
無
産
階
級
専
政
的
理
論
」
、
『
紅

旗
』
一
九
七
五
年
二
期
。

（
2
7
）
　
参
照
、
張
宗
厚
「
於
歴
史
悲
劇
的
血
与
火
錘
煉
現
代
法
文

化
」
、
『
新
華
文
摘
』
一
九
八
八
年
一
〇
期
、
一
一
頁
。

（
2
8
）
　
参
照
、
『
中
国
統
計
年
鑑
・
1
9
9
0
』
一
七
頁
。

（
2
9
）
　
銭
明
星
「
試
論
国
家
経
済
行
政
管
理
権
、
国
家
財
産
所
有

権
与
全
民
所
有
制
企
業
経
営
権
的
関
係
」
、
『
改
革
与
法
制
建

　
設
』
（
北
京
大
学
法
学
系
編
、
一
九
八
九
年
）
。

（
3
0
）
　
こ
の
こ
と
が
近
年
に
な
っ
て
や
っ
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

　
な
り
、
政
府
は
、
労
働
老
の
除
名
を
慎
重
に
行
い
、
除
名
さ
れ

　
た
人
々
に
対
す
る
管
理
を
一
層
強
化
す
る
よ
う
に
、
各
企
業
に

　
呼
ぴ
掛
け
て
い
る
。

（
3
1
）
　
中
共
中
央
と
国
務
院
と
が
一
九
八
三
年
一
〇
月
に
人
民
公

杜
の
解
体
を
事
実
上
促
す
た
め
の
通
知
を
全
国
に
出
し
た
。
そ

　
の
通
知
を
根
拠
に
、
人
民
公
杜
の
解
体
が
進
め
ら
れ
た
。

（
3
2
）
　
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
農
民
達
は
金
を
稼
ぐ
た

　
め
に
開
放
の
モ
デ
ル
地
方
で
あ
る
広
東
省
に
盲
流
し
て
い
る
こ

　
と
は
、
農
民
は
自
分
の
時
間
、
空
間
を
支
配
で
き
る
こ
と
の
証

　
明
と
い
え
よ
う
。
（
参
照
、
「
先
進
地
・
広
東
に
民
族
大
移
動
」
、

　
『
読
売
新
聞
』
一
九
九
二
年
二
月
一
六
日
）
。

（
3
3
）
　
参
照
、
「
関
於
私
営
企
業
的
調
査
報
告
」
、
『
改
革
与
法
制
建

　
設
』
（
北
京
大
学
法
学
系
編
、
一
九
八
九
年
）
。

（
幽
）
　
中
共
中
央
が
一
九
七
九
年
一
月
に
「
地
主
」
や
「
富
農
」

　
等
の
レ
ヅ
テ
ル
を
廃
止
し
、
彼
ら
の
子
供
に
対
し
て
入
学
、
就

　
職
、
軍
隊
入
り
な
ど
の
と
き
に
科
し
て
き
た
制
限
を
取
り
消
す

　
こ
と
を
宣
告
し
た
（
『
人
民
日
報
』
一
九
七
九
年
一
月
二
九

　
日
）
。

（
3
5
）
　
一
九
七
九
年
以
後
、
宗
教
政
策
の
是
正
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が

　
行
わ
れ
、
宗
教
自
由
の
保
障
や
宗
教
団
体
の
相
対
的
独
立
性
が

　
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
3
6
）
　
一
九
八
六
年
に
実
施
さ
れ
た
『
中
華
人
民
共
和
国
公
民
出

　
境
入
境
管
理
法
』
に
従
え
ぱ
、
刑
事
被
告
人
、
容
疑
老
、
受
刑

　
者
で
あ
る
な
ど
の
場
合
を
除
け
ぱ
、
出
国
は
公
民
の
権
利
で
こ

　
れ
を
不
当
に
侵
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

（
3
7
）
　
例
え
ぱ
、
政
治
ぱ
な
れ
・
政
治
的
無
関
心
が
広
が
っ
て
い

　
る
現
実
を
正
面
か
ら
認
め
て
、
四
十
年
以
上
続
い
て
き
た
「
政

　
治
学
習
」
を
「
時
間
の
無
駄
使
い
」
と
し
て
そ
の
廃
止
を
公
然

　
と
訴
え
る
新
聞
記
事
ま
で
が
現
れ
て
い
る
（
参
照
、
「
政
治
学
習

　
は
時
間
の
浪
費
」
、
『
読
売
新
聞
』
一
九
九
二
年
九
月
一
日
）
。

（
3
8
）
　
「
保
守
派
を
痛
烈
批
判
」
、
『
読
売
新
聞
』
一
九
九
二
年
二
月

　
二
四
日
。

（
3
9
）
　
一
九
八
四
年
の
「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
見
ら

ω



　
れ
た
よ
う
に
、
従
来
の
よ
う
な
政
治
運
動
を
全
国
的
に
展
開
し

　
よ
う
と
い
う
動
き
が
一
九
八
○
年
代
か
ら
何
回
も
あ
っ
た
が
、

　
結
局
、
経
済
的
利
益
の
追
求
に
没
頭
し
て
い
る
地
方
の
幹
部
や

　
一
般
民
衆
の
関
心
は
な
く
、
途
中
で
や
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

（
4
0
）
　
「
単
位
」
が
す
で
に
従
来
の
機
能
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と

　
は
中
国
の
犯
罪
学
研
究
老
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例

　
え
ぱ
、
陳
箭
、
劉
民
安
「
深
化
杜
会
治
安
総
合
治
理
」
（
中
国
犯

　
罪
学
研
究
会
第
一
回
学
術
討
論
会
へ
提
出
し
た
論
文
）
。

（
仙
）
　
「
改
革
開
放
」
政
策
実
施
以
後
の
中
国
が
い
か
な
る
犯
罪

　
対
策
を
講
じ
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
拙
著
「
中
国
開
発
過
程

　
に
お
け
る
犯
罪
変
容
の
実
態
、
そ
の
原
因
及
ぴ
そ
の
対
策
」
（
ア

　
ジ
ア
経
済
研
究
所
『
中
国
の
開
発
と
法
』
所
収
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
専
任
講
師
）
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